
　
「
リ
ユ
ー
ス
宝
市
〜
私
に
と
っ
て
は
不
用

で
も
、
誰
か
に
と
っ
て
は
宝
物
」
を
開
催
し

ま
す
。
家
庭
に
眠
る
再
利
用
可
能
な
物
（
リ

ユ
ー
ス
品
）を
募
集
し
、無
料
で
提
供
。ま
た
、

リ
ユ
ー
ス
自
転
車
の
抽
選
会
も
行
い
ま
す
。

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
10
月
19
日
㈰
午
前
11
時
〜
午
後
１
時

会
場
＝
ヤ
マ
ダ
グ
リ
ー
ン
ド
ー
ム
前
橋

■ 

リ
ユ
ー
ス
品
を
譲
っ
て
く
だ
さ
い

　
各
家
庭
に
あ
る
再
利
用
可
能
な
リ
ユ
ー
ス

　
10
月
１
日
㈬
か
ら
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

の
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
が
新
し
く
な
り

ま
す
。
現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
は
９
月

30
日
㈫
ま
で
有
効
で
す
。

■ 

新
し
い
保
険
証
を
郵
送

　
新
し
い
保
険
証
は
、
９
月
18
日
㈭
に
世
帯

主
宛
て
に
発
送
し
ま
す
。10
月
１
日
か
ら
は
、

新
し
い
保
険
証
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
現
在

使
っ
て
い
る
保
険
証
は
、
市
役
所
市
民
課
か

国
民
健
康
保
険
課
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
に
返
す
か
、
各
世
帯
で
責
任
を

持
っ
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
新
し

い
保
険
証
の
有
効
期
限
は
来
年
９
月
30
日
㈬

ま
で
で
す
。
た
だ
し
、
75
歳
に
な
る
人
や
、

退
職
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
で
65

　
各
界
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
講
師
を
迎
え

て
、
市
民
講
座
を
開
催
。
多
才
な
講
師
陣
に

よ
る
講
演
を
聴
い
て
、
実
り
あ
る
時
間
を
過

ご
し
ま
せ
ん
か
。

日
時
＝
①
11
月
１
日
②
８
日
③
22
日
④
29
日

の
土
曜
４
回
、
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
内
３
階
ホ
ー
ル

対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
の
中
学
生
以
上
、

４
５
０
人
（
抽
選
）

講
師
・
テ
ー
マ
＝
①
元
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト

選
手
・
清
水
宏
保
さ
ん
「
ハ
ン
デ
ィ
を
乗
り

品
を
提
供
し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
と
な
る
の

は
、
衣
類
、
靴
、
か
ば
ん
、
ホ
ビ
ー
用
品
、

生
活
雑
貨
、
書
籍
、
育
児
用
品
、
お
も
ち
ゃ
、

小
型
の
家
具
で
す
。

受
付
期
間
＝
①
９
月
１
日
㈪
〜
10
月
17
日
㈮

②
９
月
９
日
㈫
〜
10
月
15
日
㈬
③
10
月
18
日

㈯
午
前
10
時
〜
午
後
２
時
④
10
月
19
日
㈰
午

前
９
時
30
分
〜
11
時

受
付
場
所
＝
①
は
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ
ー

②
は
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
・
児
童
文
化
セ
ン

タ
ー
（
育
児
用
品
、
お
も
ち
ゃ
の
み
）
③
④

は
ヤ
マ
ダ
グ
リ
ー
ン
ド
ー
ム
前
橋

■ 

家
電
製
品
、
廃
食
用
油
も
リ
サ
イ
ク
ル

　
ヤ
マ
ダ
グ
リ
ー
ン
ド
ー
ム
前
橋
で
小
型
廃

家
電
製
品
と
廃
食
用
油
を
回
収
し
ま
す
。

日
時
＝
10
月
18
日
㈯
午
前
10
時
〜
午
後
２
時
、

10
月
19
日
㈰
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
１
時

回
収
対
象
＝
〈
小
型
廃
家
電
製
品
〉
一
人
で

持
ち
運
び
で
き
る
家
電
製
品
。
た
だ
し
、
エ

ア
コ
ン
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
、
洗

濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
は
除
き
ま
す
〈
廃
食
用

油
〉
サ
ラ
ダ
油
な
ど
液
状
の
植
物
性
油
に
限

り
ま
す
。
固
形
物
を
取
り
除
き
、
２
㍑
以
下

の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
詰
め
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
な

ど
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
未
使
用
品
は
そ
の

ま
ま
お
持
ち
く
だ
さ
い

歳
に
な
る
人
は
、
有
効
期
限
が
来
年
９
月
30

日
よ
り
早
く
な
り
ま
す
。い
ず
れ
の
場
合
も
、

有
効
期
限
を
迎
え
る
前
に
新
た
な
保
険
証
を

郵
送
し
ま
す
。

■ 

こ
ん
な
と
き
に
は
届
け
出
を

　
①
氏
名
や
住
所
な
ど
が
間
違
っ
て
い
る
と

き
は
、新
し
い
保
険
証
と
印
鑑
を
用
意
し
て
、

市
役
所
市
民
課
か
各
支
所
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。
②
既
に
会
社
な
ど
の
保
険
証
が
あ
る

と
き
は
、
会
社
な
ど
の
保
険
証
（
扶
養
家
族

が
い
る
場
合
は
そ
の
家
族
の
分
も
必
要
）
と

国
保
の
保
険
証
、
印
鑑
を
用
意
し
、
市
民
課

か
各
支
所
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
③
国
保

に
加
入
し
て
い
る
の
に
新
し
い
保
険
証
が
届

か
な
い
と
き
は
、
古
い
保
険
証
と
運
転
免
許

証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
物
を
用
意
し
、

市
役
所
国
民
健
康
保
険
課
か
各
支
所
に
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
他
の
届
け
出
事
項
は
保
険
証
に
同
封

す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■ 

国
保
税
を
滞
納
す
る
と

　
国
保
税
を
特
別
な
理
由
が
な
く
１
年
以
上

滞
納
し
て
い
る
世
帯
に
は
、
保
険
証
の
代
わ

り
に
資
格
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。
そ
の
場

合
は
、
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
い
っ
た
ん

医
療
費
の
全
額
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

後
日
、市
役
所
国
民
健
康
保
険
課
に
申
請
し
、

保
険
給
付
分
を
受
給
し
て
く
だ
さ
い
。

越
え
て
の
金
メ
ダ
ル
」
②
登
山
家
・
田
部
井

淳
子
さ
ん
「
世
界
の
山
々
を
め
ざ
し
て
」
③

北
関
東
循
環
器
病
院
院
長
・
南
和
友
さ
ん

「
病
気
知
ら
ず
の
健
康
習
慣
」
④
新
潟
産
業
大

准
教
授
・
蓮
池
薫
さ
ん
「
夢
と
絆
」

費
用
＝
８
６
０
円
（
４
回
分
）

申
し
込
み
＝
９
月
25
日
㈭
ま
で
に
往
復
ハ
ガ

キ
で
。
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を

記
入
し
、
〒
３
７
１
―
０
０
２
３
本
町
二
丁

目
12
―
１
・
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
内
中
央
公

民
館
「
市
民
講
座
係
」
へ

問
い
合
わ
せ
は
　
国
民
健
康
保
険
課　
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
２
５
０

問
い
合
わ
せ
は
　
中
央
公
民
館　
☎
０
２
７
―
２
１
０
―
２
１
９
９

問
い
合
わ
せ
は
　
ご
み
減
量
課　
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
２
７
２

問
い
合
わ
せ
は

ご
み
減
量
課　
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
２
７
２

国
民
健
康
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

多
才
な
講
師
陣
が
送
る
講
演
会

リ
ユ
ー
ス
宝
市
を
開
催

資
源
物
の

持
ち
去
り
は

禁
止
で
す

11月１日
清水宏保さん111月８日

田部井淳子さん2

11月22日
南和友さん311月29日

蓮池薫さん4

衣類・靴・かばん

ホビー用品

生活雑貨

書籍

育児用品
おもちゃ

　
ご
み
集
積
場
所
や
粗
大
ご
み
の
搬
出
場
所

か
ら
資
源
物
を
持
ち
去
る
こ
と
は
条
例
で
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
持
ち
去
り
行
為
を
し
た

人
に
は
禁
止
命
令
を
出
し
、
命
令
に
違
反
し

た
場
合
は
20
万
円
以
下
の
罰
金
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
市
が
回
収
を
委
託
し
た
者
や
自
治
会

な
ど
の
有
価
物
集
団
回
収
登
録
団
体
が
、
活

動
の
一
環
と
し
て
ご
み
集
積
場
所
か
ら
資
源

物
を
持
ち
運
ぶ
こ
と
は
条
例
違
反
と
は
な
り

ま
せ
ん
。

■ 

持
ち
去
り
禁
止
の
資
源
物

　
び
ん
・
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
自
転
車
・

古
紙

■ 

持
ち
去
り
の
通
報
が
増
加
傾
向
に

　
最
近
、
持
ち
去
り
行
為
を
見
か
け
た
と
の

通
報
が
増
え
て
い
ま
す
。
頻
発
す
る
地
域
に

つ
い
て
は
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
ほ
か
、

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
も
検
討
し
ま
す
の
で
、

ご
み
減
量
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

小型の家具

リユース品の一例

見 本

家
庭
に
眠
る
不
用
品
を
み
ん
な
で
再
利
用
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